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下記のとおり封筒を作ってください。
①キリトリ線に沿って切り、中央を山折りにしてください。
②のりしろにのりをつけて貼り合わせてください。
③切手は貼らずにそのままポストへ投函してください。

（山折り）

料金受取人払郵便

水口支店承認
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口
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番
地

差出有効期間
平成27年5月
31日まで
切手を貼らずに
お出しください
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　市内で最近、子どもが刃がむき出しのままの状
態でごみに出された刃物を誤って触り、手を切るけ
がをしたという事例が発生しました。
　市では現在、包丁やナイフなどの刃物を「金属ご

み」として、カミソリ、カッ
ター刃などの小さな刃物
は「埋立ごみ」として分別
回収を行っています。　そ
のため地域では、刃物を指
定日に分別かごに出してい

ただいていますが、刃がむき出しの状態で出され
ることも珍しくありません。事例のように誰が触る
か分かりませんし、回収や分別作業時も危険です。
　刃物などけがをする恐れがあるものを出される
際には、紙などでくるみ、品名を表に書いて出して
ください。また、管理上の
問題から、回収日にごみを
出してください。

　子どもから高齢者まで、皆が元気な生活に幸せを感じ
ることのできるまちを作っていくため、市政に対する市
民の皆さんのご意見やご提言を募集しています。　
　皆さんの積極的なご意見やご提言を「市長への手紙」
でお寄せください。いただいたお手紙は、市長が読ませ
ていただき、必ずお返事をさせていただきます。
　「市長への手紙」は、これまで平成２２年度に214通、
２３年度に73通、２４年度に69通いただきました。
　寄せられたご意見は、本紙やホームページなどに掲載
させていただく場合ありますのでご了承ください。（個人
情報の取り扱いには十分に注意いたします）
　「市長への手紙」は、このページの用紙をご利用いた
だくか、広報課、または各地域市民センターでお求めい
ただけますので、お気軽にお尋ねください。

生活環境課　廃棄物対策係
問い合わせ

63-458265-0690／

危険物のごみの
出し方について 【

要
件
】

●
世
帯
員
全
員
の
市
民
税
が
非
課
税
で
あ
る
こ
と（
介
護
保
険
料
段
階
が
１
〜
４
段
階
の
方

た
だ
し
、生
活
保
護
受
給
者
で
な
い
方
）

●
世
帯
員
全
員
の
前
年
収
入
金
額
の
合
計
額
が
１
０
０
万
円
以
下
で
あ
る
こ
と
。た
だ
し
世

帯
員
が
複
数
い
る
場
合
は
1
人
増
加
す
る
毎
に
40
万
円
を
加
算
し
ま
す
。

●
市
民
税
が
課
税
さ
れ
る
方
と
生
計
を
共
に
し
て
い
な
い
こ
と
。

●
市
民
税
が
課
税
さ
れ
る
方
に
扶
養
ま
た
は
援
助
を
受
け
て
い
な
い
こ
と
。

（
金
銭
的
な
援
助
だ
け
で
な
く
、住
ま
い・食
事
の
提
供・公
共
料
金
の
負
担
等
あ
ら
ゆ
る
経

済
的
な
面
に
お
い
て
扶
養・援
助
を
受
け
て
い
な
い
こ
と
。）

●
世
帯
員
全
員
の
預
貯
金
等
の
合
計
額
が
１
０
０
万
円
以
下
で
あ
る
こ
と
。

●
世
帯
員
全
員
の
資
産
等
を
活
用
し
て
も
な
お
生
活
が
困
窮
し
て
い
る
こ
と
。

●
介
護
保
険
料
の
滞
納
が
な
い
こ
と
。ま
た
は
、分
納
誓
約
等
を
履
行
し
て
い
る
こ
と
。

詳
し
い
要
件
、申
請
方
法
、添
付
書
類
等
は
、長
寿
福
祉
課
介
護
保
険
係
ま
で
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

　
　

介
護
保
険
料
の
納
付
が
困
難
で
、次
の
①
〜
③
に
該
当
す
る
場
合
、介
護
保
険
料
が
減

免
さ
れ
ま
す
。

不
慮
の
災
害
等
に
よ
り
生
活
の
基
盤
と
な
る
資
産
に
甚
大
な
損
害
を

被
っ
た
方

事
業
の
休
廃
業
、失
業
、疾
病・負
傷
等
よ
り
収
入
が
減
少
し
、生
活
が

著
し
く
困
難
に
な
っ
た
方

恒
常
的
に
生
活
が
困
窮
し
て
い
る
と
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
場
合
で
、

次
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
方

生
活
困
窮
な
ど
に
よ
り
減
免

長
寿
福
祉
課　

介
護
保
険
係
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5
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0
6
9
8
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｜

4
0
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問
い
合
わ
せ

※26日・27日いずれも、説明会の内容は同じです。

開催月日 時間 場所 講師

6月26日（水）

6月27日（木）

第1回
10時～12時

第2回
14時～16時

第3回
14時～16時

水口納税協会
3階会議室

（税務署の横）

湖南市商工会
（サンライフ甲西）

税理士

水口税務署　個人課税部門
問い合わせ

62-0314（代表）※自動音声によりご案内しています。アナウンスに従い操作してください。

記帳義務が拡大記帳義務が拡大記帳義務が拡大
法律の改正により平成２６年１月から個人で事業や不動産貸付等を行う全ての方は、

記帳と帳簿等の保存が必要になります。
※対象となる方は、事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行う全ての方です。

所得税申告の必要のない方も対象となります。
詳しくは国税庁ホームページ（http//www.nta.go.jp）をご覧ください。

記帳説明会のご案内

平成２６年１月から開始する記帳制度
拡大に向け、次のとおり「記帳説明会」
を開催いたします。「記帳説明会」では、
記帳・記録保存制度の概要や記帳方法
等についての説明を行います。どなた
も参加できますので、ぜひお越しくだ
さい（申込不要）　次回は平成２５年１
１月上旬の開催予定です。

問い合わせ

63-461965-0675／広報課　広報公聴係

水口税務署
からの
お知らせ

介
護
保
険
料

③ ② ①

住みよいまちづくりのため、
皆さんのご意見をお寄せください

市長への手紙

刃物など

▲金属ごみに交じり、刃がむき出し
　の状態で出されている包丁

▲刃物などの危険物は
　紙などでくるんだ上、
　品名の明記を
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